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卒業後の所得保障



所得の保障

①障害年金

②特別障害手当

• 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別
の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

③生活保護

・年金や給与だけでは生活が困難な場合で、本人の預貯金等がほとんどない場
合に申請できます。

④給与や工賃



知的障害者の平均勤続年数は９年１月となっている。

知的障害者の雇用
厚生労働省 令和５年度障害者雇用実態調査結果より





障害年金に関して

• 病気やけがによる障害で日常生活・社会生活・経済生活に困難が生じている人に、障害に応じた額の
年金を支給します。

①障害年金の受給要件

１初診日に公的年金に加入していること

２障害年金を受給できる障害状態にあること

３保険料を納付していること

しかし、20歳前に障害の状態になった方については、加入要件や保険料納付要件を問うことなく、20歳
に達したときから障害基礎年金が受給可能です。

（注）障害年金は働いていても受給することが出来ます。厚生労働省の

「令和元年 障害年金受給者実態調査」によると、障害年金を受給してい

る人の3割が働いていることがわかっています。



障害者は国民年金保険料が全額免除されます
か？

• 日本に住むすべての20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入する義務があ
りますが障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金（2級以上）を受けてい
る方は認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。免除と
なった場合は「国民年金保険料免除事由（該当・消滅）届」を行政に提出し
てください

• 障害年金を受給しつつ就職した場合は社会保険に加入します。障害年金受給
中は国民年金保険料は法定免除ですが、厚生年金・健康保険は免除になりま
せん。



障害年金に関して
知的障害の程度
等級 障害の程度

1級 知的障害があり、食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要であって、
かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難
で常時援助を必要とするもの

2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助
が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日
常生活にあたって援助が必要なもの

3級 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とす
る程度のもの

障害手当金 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要
とする程度のもの



障害年金に関して

等級 障害基礎年金 障害厚生年金

1級 1,036,625円+ 子の加算額 報酬比例の年金額※×1.25＋配偶者加給年金（22
万8700円）

2級 829,300円+ 子の加算額 報酬比例の年金額※＋配偶者加給年金（22万
8700円）

3級 報酬比例の年金額※（最低保障額：59万6300
円）

障害手当金

・子の加算に関しては、1～2人目には各22万8700円、3人目以降には各7万6200円になりま
す。
・前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を
超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
・障害基礎年金にプラスして、前年の所得額が「4,721,000円＋扶養親族の数×38万円」以
下であれば、等級に応じた年金生活者支援給付金を受給できます。



第５回社会保障審議会年金部会 2023年６月26日



第５回社会保障審議会年金部会
2023年６月26日



第５回社会保障審議会年金部会 2023年６月26日



障害基礎年金に関して

①年金事務所や市の担当窓口に行き、受給要件の確認と必要書類を受け取る。

②診断書を作成する病院の予約

• 精神の障害の診断書は原則、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が記入していただくことに
なっています。ただし、てんかん、知的障害、発達障害、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれ
ている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、などを専門とする医師が主治医となっている
場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記
入可能です。

③申立書の作成

• 知的障害の場合、原則的に初診日は知的障害を疑って病院に行った日ではなく、出生日になります。

• 発達障害の診断もある場合、知的障害と発達障害の２つの病名で申請することもできます。



• 申請書の表面は生活歴、受診歴、
職歴などを、記載します。

• 医療機関に受診していた場合、
いつからいつまで受診していた
かを記載します。

• 「病歴・就労状況等申立書」
の欄に出生～幼稚園、小学校、
中学校、高校、現在と時期を分
けて、本人の状態が同年齢の人
に比べてどうだったか、どのよ
うなことで本人や家族が困って
いたか、どのような支援が必要
だったか、できるだけ詳しく記
入してください。



• 申請書の裏面は現在の就労状
況や日常生活能力を記入しま
す。

• 「日常生活能力」は、日常生
活を社会人として援助を得な
いで送ることができる能力で
す。保護者や援助者の声掛け
が無いとできないようでは、
いくら動作自体ができても
「ひとりでできる」ことには
なりません。 アパート等での
単身生活を想定して記入して
ください



障害年金に関して

• ③診断書の作成

• 20歳時点の請求手続きを行う場合は、原則、20歳到達日前後３か月以内の障害状態を
記載した診断書の提出が必要です。また、20歳を過ぎてから請求手続きを行う場合は、
請求日以前3か月以内の障害状態を記載した診断書の提出が必要です。

• 医療機関に受診し、診断書は精神用のものを使い、書いてもらいます。診断書料は医
療機関によって異なりますが、普通5千円から1万円ぐらい。これは自己負担です。申
立書ができていたら、先生にお渡しをしましょう。

• 知的障害で申請する場合、診断書には発達検査の結果を記人する欄がありますが、開
業医では検査ができないことがあります。療育手帳の判定を受けた知的障害者更生相
談所で検査検査の結果を証明書にして発行してもらえます。





障害基礎年金に関して

④年金事務所への書類の提出

（１）申請者（本人）名義の通帳（郵便局または銀行）

（２）年金手帳

（３）マイナンバーカード

（４）療育手帳

（５）概況申立書

（６）診断書

（７）年金請求書

請求後、書類の内容確認が必要となることがありますので、提出前に必ずコピーを取りましょう。

障害年金の受給決定後は、ほとんどの場合、定期的に更新手続き（診断書の提出）があります。そのときに以前提
出した診断書のコピーが役立ちますので、大切に保管しておきましょう。



障害基礎年金に関して

⑤年金の支給に関して

•障害年金の支給が認められると、ご自宅に年金決定通知書（年金証書）が届きます。
年金決定通知書（年金証書）には、支給される年金の額が記載されています。年金の基
礎金額はもちろん、扶養家族がいるなどの加算事由がある場合は、いくら加算されるの
かも記載されています。。

年金は、原則として偶数月の１５日に振り込まれます。１５日が金融機関の休業日であ
る場合は、その直前の営業日に振り込まれます。初回の年金については、奇数月に振り
込まれることもあります。

年金は、受給権が認められた月の翌月分から支給されることになっています。いつ受給
権が認められたのかは、年金決定通知書（年金証書）に記載されています。



障害基礎年金に関して

• 年金の認定がされる時に、障害の程度が変わりそうな人については、数年ご
とに診断書の提出を求め、障害の程度が見直されることになっています。 そ
の結果、障害の程度が軽くなったと判断された時は、等級が変わったり、支
給されなくなることがあります。不支給の場合は不支給決定通知書または却
下通知書が送付されます。

• 障害年金の裁定などの決定に不服がある場合は、処分のあったことを知った
日の翌日から60日以内に、社会保険審査官に審査請求を行うことができます。



障害基礎年金の申請に関して

• 一般就労されている方だと年金が通りにくい方もいます。

• 年金申請を専門にしている社労士（社会保険労務士）に相談することもでき
ます。

• 相談をすれば必ず申請が通るというわけではないですが、自力で申請するよ
りも専門的な知識やノウハウをもっておられるので、相談をすることで年金
がおりた方も実際におられます。

• 相談事業所から社労士を紹介することも可能です。ただ、社労士を利用する
場合、報酬が発生するので確認が必要です。



特別障害者手当

1 目的

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障
害者に対して、福祉の向上を図ることを目的にしています。

2 支給要件

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする
状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

3 支給月額（令和４年４月より適用）27,300円

４ 支払時期

特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給され
ます。

5 所得制限

受給資格者（特別障害者）の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給
資格者の生計を維持する扶養義務者（同居する父母等の民法に定める者）の前年の所得が一定の
額以上であるときは手当は支給されません。



生活保護
• 生活保護は、世帯の収入だけでは国が定める保護基準（最低生
活費）に満たない場合に、受けられます。その場合、不足する
額を保護費として支給し、最低生活を保障します。

• 収入が保護基準（最低生活費）を超えるときは、生活保護を
受けられません。



生活を営む上で生じる費用 扶助の種類 支給内容

日常生活に必要な費用
（食費・被服費・光熱費
等）

生活扶助 1.基準額は、(1)食費等の個人
的費用
2.(2)光熱水費等の世帯共通費
用を合算して算出。
特定の世帯には加算がありま
す。(母子加算等)

アパート等の家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支
給

介護サービスの費用
（介護保険の利用に伴うもの）

介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払
(本人負担なし)

医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払
(本人負担なし)



生活保護に関して

• 最低生活費月額１１万円で収入が障害基礎年金月額８万円あったとすると、
生活保護費は３万円支給されます。

• 生活保護費は適当に計算しているわけでなく、国の基準できちんと計算され
ます。

• 親や兄弟に「扶養照会」といって「この方の生活費を出すことができません
か？」という問い合わせがある場合もありますが、その時は、「自分たちの
暮らしで精いっぱいなので、無理です。」と、紙に書いて提出してください。
もちろん、経済的にものすごく余裕がある場合は、扶養していただけたらと
思います。



将来の暮らしにどれくらいお金がかかるか
考える

• 「どこにすんでいるか」

• 「誰とすんでいるか」

• 「どんな暮らしがしたいか」

• 「被服費」「食費」「住居費」「交通費」「遊興費」「通信費」（パソコンやスマホ）

• 「季節ごとの買い物(例：衣類、布団、暖房器具…)」「大きなお金（家電の購入等）」

• 「福祉サービスの自己負担分」

• 「医療費はどれくらい考えればいいか。」

（持病がある場合とない場合で違う。住んでいる地域によって、持っている手帳によって、病気によっ
て、助成の制度が違う。」

• 「社会保険料」。



暮らす場とお金 ①

基本にかかるお金 考慮すべきこと
生活保護制度の利

用

賃
貸
ア
パ
｜
ト
等

障害のない人と同じような生活費がかかりま
す。

加えて、ホームヘルパーなどの福祉サービス
の利用料がかかりますが、本人の収入にあわ
せて利用負担金には上限がかかります。

障害のある方の所得補償が遅れ
ている日本では、収入の少ない
方が多いため、ホームヘルパー
などの利用負担金は必要な量の
支援を使っても、月額 0円～
4600円の方が多いように思いま
す。（ヘルパーと遊園地などに
行った際はヘルパーのチケット
代等が別途必要になります。）

利用できる。
（預貯金がな
い場合など一
定の条件があ
る）

親
の
残
し
た
家
等

ひとり暮らしと同じ生活費がかかります。
家賃がいりませんが、固定資産税等を払う必
要があります。
家の管理、町内の付き合いなどをどのように
していくのか決めておく。

ヘルパー等の福祉サービスの利
用が可能ですが、本人の収入に
あわせた自己負担金が発生しま
す。

不動産をもっ
ていると生活
保護制度が使
えないことが
多いので、不
動産の名義に
は注意。



暮らす場とお金 ②

基本にかかるお金 考慮すべきこと 生活保護制度の
利用

グ
ル
｜
プ
ホ
｜
ム

利用負担金（家賃、食費、光熱水費、日
用品費等）多くのグループホームは障害
基礎年金で基本的には暮らしていけるよ
うな金額に設定されているが、最近は、
年金額を超える高いグループホームも増
えてきている
ちなみに、大津市では、55,000円～
65,000円程度が標準。8万円を超えると
ころもあり。

被服費や交通費、通信費、ど
の程度の余暇（人生の楽し
み）を希望するか
→生活に必要な金額は変わる。

利用できる。
（預貯金が
ない場合な
ど一定の条
件がある）

入
所
施
設

利用負担金（食費、光熱水費、日用品
費）を支払った後、手元に2万～2万5千
円程度残るような利用負担額に設定され
ている。

被服費や交通費、通信費、ど
の程度の余暇（人生の楽し
み）を希望するか
→生活に必要な金額は変わる。

利用できな
い。（生活
保護になら
ないところ
まで減免措
置）



グループホームの利用料金（例）
利用者が支払う額 留意事項

障害福祉サービス利用料 0円 本人が非課税の場合

家賃 27000円
（家賃37000円）

補足給付費として家賃補助が最大1万円出た場合。

光熱費 10000円

食費 24000円 朝食代300円と夕食代500円

日用品費 4000円 共用の日用品費

合計 65000円

・昼食代や交通費や衣類代や携帯電話代や娯楽費等が別途かかります。
・ホームの入居にあたり、各自が部屋で利用する布団やテレビ等の購入費
用がかかります。



利用者が支払う額 留意事項

グループホーム利用料 65000円

通所昼食代 10000円 通所事業所で弁当を購入する場合

携帯電話代 3000円

健康保険料 2000円

お小遣い 9000円

移動支援利用料 1000円 毎週1回移動支援利用。車両送迎支援

合計 89000円

グループホームに入居した場合の収支例
利用者がもらえる額 留意事項

障害基礎年金2級 66250 円 2か月に1回支給

障害年金生活者支援給付金 5140円 2か月に1回支給

B型の工賃 18000円

合計 89390円



入所施設の実費負担について

・入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、54,000円を限度として施
設ごとに額が設定されることとなりますが、低所得者に対する給付については、
費用の基準額を54,000円として設定し、食費・光熱水費の実費負担をしても、
少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。



障害福祉サービスの利用者負担について

区分 世帯の収入状況 負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯 ０円

低所得 市町村民税非課税世帯(注1) ０円

一般１ 市町村民税課税世帯（所得割１６万円(注2)未
満）
※入所施設利用者（２０歳以上）、グループ
ホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。

９，３００円

一般２
上記以外

３７，２００
円
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＜障害者の場合＞

＜障害児の場合＞

区分 世帯の収入状況 負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯 ０円

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円

一般１

市町村民税課税世
帯
（所得割２８万円
(注)未満）

通所施設、ホームヘルプ
利用の場合

４，６００円

入所施設利用の場合 ９，３００円

一般２ 上記以外
３７，２００

円

種別 世帯の範囲

１８歳以上
の障害者
(施設に入所
する１８、
１９歳を除
く)

障害のある方と
その配偶者

障害児
(施設に入所
する１８，
１９歳を含
む)

保護者の属する
住民基本台帳で
の世帯

（注）収入が概ね８９０万円以下の世帯が対象となります。

＜世帯の範囲＞

種別 世帯の範囲

１８歳以上
の障害者
(施設に入所
する１８、
１９歳を除
く)

障害のある方と
その配偶者

障害児
(施設に入所
する１８，
１９歳を含
む)

保護者の属する
住民基本台帳で
の世帯

＜世帯の範囲＞
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